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全
国
市
議
会
議
長
会
（
会
長
�

国
松
誠
・
藤
沢
市
議
会
議
長
）
を

は
じ
め
地
方
六
団
体
の
代
表
は
２

月
２７
日
、
自
由
民
主
党
本
部
で
開

か
れ
た
総
務
部
会
（
部
会
長
�
吉

田
博
美
・
参
議
院
議
員
）
に
出
席

し
、
教
育
委
員
会
へ
の
国
の
関
与

強
化
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
。

本
会
か
ら
は
、
立
脇
通
也
・
社
会

文
教
委
員
長
（
松
江
市
議
会
議

長
）
が
出
席
し
た
。

現
在
、
中
央
教
育
審
議
会
（
文

部
科
学
大
臣
の
諮
問
機
関
、
以
下

「
中
教
審
」
）
に
お
い
て
、
内
閣

に
設
置
さ
れ
て
い
る
教
育
再
生
会

議
が
ま
と
め
た
第
一
次
報
告
等
を

踏
ま
え
、
「
地
方
教
育
行
政
の
組

織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
」
な

ど
の
改
正
に
向
け
た
審
議

が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
中
で
文
部
科
学
省

は
、
�
文
部
科
学
大
臣
へ

の
教
育
委
員
会
に
対
す
る

是
正
勧
告
・
指
示
権
の
付

与
�
同
大
臣
等
が
行
う
調

査
へ
の
教
育
委
員
会
等
の

協
力
�
同
大
臣
の
教
育
長

任
命
へ
の
関
与
―
―
を
提

案
。
教
育
委
員
会
に
対

し
、
国
の
関
与
を
強
化
す

る
方
向
で
議
論
が
進
め
ら

れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
地
方
側
は
、

教
育
委
員
会
へ
の
国
の
関

与
強
化
に
つ
い
て
繰
り
返

し
「
平
成
１２
年
に
施
行
さ

れ
た
地
方
分
権
一
括
法
に

よ
る
改
正
前
の
教
育
行
政
に
後
戻

り
さ
せ
か
ね
な
い
も
の
で
あ
り
、

受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
」
と
主
張
し
て
き
た
。

し
か
し
、
地
方
の
声
が
反
映
さ

れ
ず
提
案
の
撤
回
・
見
直
し
が
行

わ
れ
な
い
た
め
、
六
団
体
の
代
表

は
総
務
部
会
で
改
め
て
反
対
の
意

向
を
表
明
。
▽
国
の
関
与
強
化
が

必
要
で
あ
る
論
理
的
な
立
証
等
が

さ
れ
て
い
な
い
▽
中
教
審
で
同
省

が
示
し
た
改
正
案
に
具
体
的
な
関

与
の
例
が
示
さ
れ
て
い
な
い
▽
自

治
体
の
人
事
へ
の
国
の
関
与
は
地

方
分
権
の
流
れ
に
逆
行
す
る
―
―

こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
う
え
で
、

拙
速
な
中
教
審
の
議
論
に
対
し
遺

憾
の
意
を
表
す
と
と
も
に
、
地
方

の
主
張
へ
の
理
解
を
求
め
た
。

な
お
、
六
団
体
は
同
日
、
国
の

関
与
強
化
に
改
め
て
反
対
す
る
内

容
の
声
明
を
発
表
し
た
�
全
文
は

２
面
に
掲
載
。

本
会
編
集
に
よ
る
平
成
１９
年
度

版
「
く
ら
し

ふ
れ
あ
い

ま
ち

づ
く
り
―
全
国
都
市
の
特
色
あ
る

施
策
集
」
が
い
よ
い
よ
刊
行
の
運

び
と
な
り
ま
し
た
。

本
書
は
全
１５
章
か
ら
な
り
、
４

８
９
市
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
１
４
７

７
施
策
を
収
録
し
て
い
ま
す
。
今

回
は
特
に
�
人

と
地
域
が
主

役
�
と
の
テ
ー

マ
を
も
と
に
、

先
進
的
か
つ
創

意
と
工
夫
を
凝

ら
し
た
も
の

や
、
ソ
フ
ト
に

関
す
る
施
策
を

優
先
し
て
募
集

し
ま
し
た
。

ま
た
、
前
回
の
１５
年
度
版
と
比

べ
、
画
像
を
豊
富
に
掲
載
す
る
と

と
も
に
、
サ
イ
ズ
も
Ｂ
５
判
か
ら

Ａ
４
判
へ
の
ワ
イ
ド
化
を
図
り
、

見
や
す
さ
と
扱
い
や
す
さ
に
配

慮
。
巻
末
に
は
、
施
策
が
手
軽
に

検
索
で
き
る
よ
う
「
都
市
別
施
策

内
容
索
引
」も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
、
議
員

の
皆
様
を
は
じ
め
地
方
自
治
関
係

者
に
幅
広
く
活
用
さ
れ
る
よ
う
編

集
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
全
国
の
市
議
会
事
務
局

へ
４
月
上
旬
に
も
１
部
を
送
付
い

た
し
ま
す
。

ま
た
、
本
書
購
入
を
ご
希
望
の

場
合
に
は
、
（
株
）
ぎ
ょ
う
せ
い

TEL
０
３
（
５
３
４
９
）
６
６
６
２

ま
で
。
定
価
は
６
５
０
０
円
（
税

込
み
）
で
す
。

第1645号３月５日平成19年
（2007年）

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

３月５日現在の市数
８０４市

うち
指定都市 １５市
中核市 ３７市
特例市 ３９市
一般市 ６９０市
特別区 ２３区

全
国
市
議
会
議
長
会

平
成
１９
年
度
版

教教
育育
委委
員員
会会
へへ
のの
国国
のの
関関
与与
強強
化化
にに
反反
対対

地方六団体

自
民
党
総
務
部
会
で
主
張

「「
全全
国国
都都
市市
のの
特特
色色
ああ
るる
施施
策策
集集
」」刊刊
行行
へへ

総務部会に出席する立脇・社文委員長（右から２人目）

大竹 邦実

（１） 平成１９年３月５日 第１６４５号



地
方
財
政
委
員
会
（
委
員
長
�

山
田
幸
典
・
恵
那
市
議
会
議
長
）

は
２
月
２２
日
、
東
京
・
全
国
都
市

会
館
で
委
員
会
を
開
き
、
平
成
１８

年
度
の
活
動
結
果
を
報
告
し
た
ほ

か
、
１９
年
度
へ
の
要
望
の
申
し
送

り
事
項
な
ど
を
決
定
し
た
。

申
し
送
り
事
項
は
�
真
の
地
方

分
権
改
革
の
確
実
な
実
現
�
「
地

方
分
権
改
革
推
進
法
」
成
立
後
に

お
け
る
真
の
地
方
分
権
改
革
の
確

実
な
実
現
等
�
都
市
税
源
等
の
充

実
強
化
�
地
方
分
権
改
革
に
伴
う

大
幅
な
税
源
移
譲
の
実
現
等
�
地

方
交
付
税
の
所
要
総
額
の
確
保
�

削
減
あ
り
き
の
地
方
交
付
税
見
直

し
の
断
固
阻
止
等
�
国
庫
補
助
負

担
金
の
整
理
合
理
化
�
地
方
債
資

金
の
所
要
額
の
確
保
等
�
地
方
公

営
企
業
の
経
営
健
全
化
等
―
―
の

６
事
項
。

当
日
は
、
総
務
省
自
治
財
政
局

の
佐
藤
文
俊
・
財
政
課
長
が
「
平

成
１９
年
度
地
方
財
政
対
策
等
」
に

つ
い
て
、
同
省
自
治
税
務
局
の
滝

本
純
生
・
企
画
課
長
が
「
平
成
１９

年
度
地
方
税
制
改
正
」
に
つ
い
て

説
明
し
た
。

（
１８
年
度
の
活
動
結
果
の
概
要
は

４
面
に
掲
載
）

「
全
国
消
費
生
活
情
報
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
」
は
、
国
民

生
活
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
る
多

く
の
苦
情
や
相
談
、
被
害
事
項
を

オ
ン
ラ
イ
ン
で
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

蓄
積
し
、
そ
の
な
か
で
も
消
費
者

が
大
き
な
不
都
合
を
被
る
恐
れ
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
事
項
に
関
し

て
、
早
急
に
消
費
者
被
害
早
期
警

戒
情
報
を
発
信
す
る
と
い
う
シ
ス

テ
ム
。
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活

セ
ン
タ
ー
と
全
国
各
地
の
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で

結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
正
確

で
迅
速
な
情
報
発
信
に
つ
な
が
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
略
称

は
英
語
名
の
頭
文
字
（
Ｐ
Ｉ
Ｏ
）

を
と
っ
て
、「
パ
イ
オ
・
ネ
ッ
ト
」

と
も
い
わ
れ
る
。

最
近
で
は
、
ガ
ス
湯
沸
か
し
器

に
よ
る
中
毒
事
故
、
幼
児
が
シ
ュ

レ
ッ
ダ
ー
で
怪
我
を
し
た
事
故
な

ど
、
消
費
者
が
被
る
事
故
や
不
都

合
に
つ
い
て
の
相
談
事
項
と
そ
の

内
容
、
ま
た
事
故
の
具
体
的
な
内

容
や
そ
の
解
決
方
法
な
ど
を
登
録

し
、
そ
の
事
例
に
基
づ
い
て
よ
り

積
極
的
に
ト
ラ
ブ
ル
防
止
を
図
っ

て
い
る
。
今
ま
で
、
こ
う
し
た
事

例
や
内
容
を
発
信
す
る
た
め
に
は

多
く
の
手
続
き
や
検
証
が
必
要
で

時
間
が
か
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
相
談
を
受
け

つ
け
て
か
ら
、
ネ
ッ
ト
に
登
録
さ

れ
る
ま
で
に
、
平
均
で
１
カ
月
半

ほ
ど
に
短
縮
さ
れ
る
と
い
う
。

教育委員会への国の関与の強化案に対する反論

現在中央教育審議会において、教育再生会議の第１次報告な
どを踏まえ、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の
改正に向けた審議が行われている。この中では、文部科学省か
ら�文部科学大臣への教育委員会に対する是正勧告・指示権の
付与、�教育委員会等の文部科学大臣等が行う調査への協力、
�文部科学大臣の教育長の任命への関与、という教育委員会に
対する国の関与の強化が提案されている。
これまで地方は、このような国の教育委員会に対する関与の

強化は、「平成１２年に施行された地方分権一括法による改正
前の教育行政に後戻りさせかねないものであり、受け入れられ
るものではない」と繰り返し主張してきたところである。しか
しながら、このような地方の声に耳を傾けることなく、提案の
撤回・見直しが行われないのは誠に遺憾であり、改めて反対を
表明するものである。
教育委員会に対する国の関与のあり方は教育制度の根幹に関

わる重要な問題である。今回は、検討・議論を重ねる十分な時
間も与えられておらず、現在文部科学大臣が持っている関与の
権限・手段で何が不十分なのか、あるいは運用の問題なのかな
どについて検証・分析がなされていない。また、教育委員会の
再生のためになぜ国の関与の強化が必要なのか、何ら論理的に
結びつく説明や立証がなされていない。いかにも拙速と言わざ
るを得ない状況である。
教育の再生には、教育委員会が、文部科学省よりも教育の受

益者である児童生徒・保護者・住民に対して目を向け、責任を
果たしていけるようにしなければならない。このためには、各
地域が当事者意識と責任を持って教育に取り組むことができる
よう分権型の教育の仕組みをつくることが不可欠である。
今後政府においては、教育委員会制度のあり方について、こ

のような地方分権の視点に立って、十分検討するよう強く求め
るものである。
平成１９年２月２７日 地方六団体

▼
議
長

▽
西
東
京

遠
藤
源
太
郎（
２
・
２
）

▽
田
原

安
田
幸
雄（
２
・
５
）

▽
御
坊

西
本
和
明（
２
・
５
）

▽
小
諸

長
谷
川
正
昭（
２
・
６
）

▽
菊
川

伊
藤
壽
一（
２
・
６
）

▽
倉
敷

秋
山

正（
２
・
６
）

▽
か
す
み
が
う
ら

矢
口
栄
造
（
２
・
７
）

▽
戸
田

中
名
生

隆
（
２
・
７
）

▽
茨
木

菱
本
哲
造
（
２
・
８
）

▽
阿
蘇

高
藤
拓
雄
（
２
・
１３
）

▽
須
坂

永
井
康
彦
（
２
・
１４
）

▽
み
や
ま

牛
嶋
利
三
（
２
・
１４
）

▽
亀
岡

田
中
義
雄
（
２
・
１５
）

▼
副
議
長

▽
西
東
京

二
木
孝
之
（
２
・
５
）

▽
田
原

河
合
�
人
（
２
・
５
）

▽
御
坊

山
本
清
司
（
２
・
５
）

▽
小
諸

清
水
清
利
（
２
・
６
）

▽
菊
川

黒
田
哲
和
（
２
・
６
）

▽
倉
敷

梶
田
省
三
（
２
・
６
）

▽
か
す
み
が
う
ら

藤
井
裕
一
（
２
・
７
）

▽
戸
田

細
井
幸
雄
（
２
・
７
）

▽
茨
木

辰
見

登
（
２
・
８
）

▽
阿
蘇

田
中
則
次
（
２
・
１３
）

▽
須
坂

浅
野
隆
一
（
２
・
１４
）

▽
み
や
ま

浅
山
樹
治
（
２
・
１４
）

▽
亀
岡

�
田

馨
（
２
・
１５
）

時の話題

山田・地財委員長
（恵那市）

全
国
消
費

生
活
情
報

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム

正
確
・
迅
速
な
情
報
発
信

議

会

人

事

１９
年
度
へ
の
申
し
送
り
な
ど

決
定

地
方
財
政
委
員
会

第１６４５号 平成１９年３月５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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本
会
の
社
会
文
教
、
地
方
財
政
、
産
業
経
済
、
建
設
運
輸
、
地
方

行
政
の
各
委
員
会
の
平
成
１８
年
度
活
動
結
果
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

を
今
号
か
ら
順
次
掲
載
す
る
。

１
�
文
教
施
策

平
成
１９
年
度
予
算
で
は
、
深
刻

な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
い
じ

め
や
不
登
校
等
へ
の
対
応
と
し

て
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や

子
ど
も
と
親
の
相
談
員
な
ど
、
教

育
相
談
体
制
の
充
実
を
図
る
こ
と

と
し
て
い
る
ほ
か
、
１８
年
度
補
正

予
算
で
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ

ー
等
の
緊
急
面
談
を
年
度
内
に
実

施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
現
在
、
教
育
再
生
会
議

及
び
中
央
教
育
審
議
会
に
お
い

て
、
「
ゆ
と
り
教
育
」の
見
直
し
、

教
員
免
許
の
更
新
制
の
ほ
か
、
教

育
委
員
会
に
対
す
る
是
正
の
勧
告

・
指
示
、
教
職
員
人
事
権
の
市
町

村
へ
の
移
譲
、
小
規
模
市
町
村
の

教
育
委
員
会
の
統
廃
合
な
ど
が
検

討
さ
れ
て
い
る
。

特
に
、
教
育
委
員
会
に
対
す
る

勧
告
・
指
示
に
つ
い
て
は
、
地
方

六
団
体
と
し
て
、
地
方
分
権
の
流

れ
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
分

権
の
視
点
に
立
っ
て
見
直
し
を
行

う
よ
う
要
請
を
行
っ
て
い
る
。

今
後
、
中
央
教
育
審
議
会
で
の

議
論
を
経
て
、
地
方
教
育
行
政

法
、
学
校
教
育
法
、
教
育
職
員
免

許
法
等
の
改
正
案
が
今
通
常
国
会

に
提
出
さ
れ
る
予
定
。

２
�
国
民
健
康
保
険
制
度
等

国
民
健
康
保
険
助
成
費
に
つ
い

て
は
、前
年
度
比
１
・
１
％
増
の
３

兆
６
５
５
５
億
円
が
計
上
さ
れ
、

平
成
２０
年
度
か
ら
保
険
者
に
義
務

づ
け
ら
れ
る
特
定
健
診
・
保
健
指

導
に
向
け
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
研
修
経

費
等
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
１８
年
６
月
に
成
立

し
た
医
療
制
度
改
革
関
連
法
に
基

づ
き
、
平
成
２０
年
度
に
７５
歳
以
上

の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
運
営

す
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
」
に
つ
い
て
、
円
滑
な
設
立
と

制
度
発
足
に
向
け
て
の
準
備
に
対

す
る
支
援
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
。

３
�
介
護
保
険
制
度

平
成
１８
年
４
月
に
介
護
予
防
を

重
視
し
た
シ
ス
テ
ム
へ
の
転
換
や

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
創
設
な

ど
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
体
系
を
確
立

す
る
改
正
が
本
格
施
行
さ
れ
、
制

度
の
円
滑
な
運
営
の
た
め
の
所
要

の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
。

特
に
、
今
後
増
加
が
見
込
ま
れ

る
認
知
症
高
齢
者
対
策
や
「
孤
立

死
ゼ
ロ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
展

開
す
る
と
と
も
に
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
基
盤
の
整
備
、
質
の
向
上
な
ど

に
向
け
、
所
要
額
が
確
保
さ
れ
て

い
る
。

ま
た
、
平
成
２３
年
度
末
の
介
護

療
養
病
床
の
廃
止
に
向
け
、
転
換

支
援
を
含
め
た
地
域
ケ
ア
体
制
の

整
備
に
向
け
て
、
所
要
額
が
確
保

さ
れ
て
い
る
。

４
�
少
子
化
対
策
等

少
子
化
対
策
に
つ
い
て
は
、
平

成
１８
年
６
月
に
取
り
ま
と
め
ら
れ

た
「
新
し
い
少
子
化
対
策
に
つ
い

て
」
等
を
踏
ま
え
、
児
童
手
当
の

乳
幼
児
加
算
を
創
設
し
、
０
歳
以

上
３
歳
未
満
の
児
童
に
対
す
る
児

童
手
当
の
月
額
を
一
律
１
万
円
と

す
る
ほ
か
、
働
き
方
の
見
直
し
、

若
者
の
自
立
支
援
・
雇
用
対
策
の

充
実
、
地
域
子
育
て
支
援
や
母
子

保
健
医
療
の
充
実
、
児
童
虐
待
へ

の
対
応
な
ど
、
総
合
的
な
対
策
が

講
じ
ら
れ
る
。

ま
た
、
文
部
科
学
省
と
厚
生
労

働
省
が
連
携
し
、
す
べ
て
の
小
学

校
区
で
放
課
後
の
子
ど
も
の
安
全

で
健
や
か
な
活
動
場
所
を
確
保
す

る
た
め
、
総
合
的
な
放
課
後
対
策

と
し
て
、
平
成
１９
年
度
に
「
放
課

後
子
ど
も
プ
ラ
ン
」
を
創
設
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
の
必
要
経

費
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

５
�
地
域
医
療
保
健
施
策

医
師
確
保
対
策
に
つ
い
て
は
、

平
成
１８
年
８
月
に
取
り
ま
と
め
ら

れ
た
「
新
医
師
確
保
総
合
対
策
」

に
基
づ
き
、
平
成
１８
年
度
補
正
予

算
と
合
わ
せ
、
約
１
０
０
億
円
の

医
師
確
保
関
係
予
算
が
確
保
さ
れ

て
い
る
。

医
師
派
遣
に
つ
い
て
の
都
道
府

県
の
役
割
・
機
能
の
強
化
、
開
業

医
の
役
割
強
化
、
地
域
の
拠
点
と

な
る
病
院
づ
く
り
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
、
患
者
の
ア
ク
セ
ス
支
援
等

の
た
め
の
各
種
施
策
が
講
じ
ら
れ

る
ほ
か
、
医
療
紛
争
の
早
期
解
決

を
図
る
た
め
、
分
娩
時
に
医
療
事

故
に
遭
っ
た
患
者
に
対
す
る
救
済

制
度
の
設
計
・
調
査
や
医
療
事
故

に
係
る
死
因
究
明
制
度
の
検
討
が

行
わ
れ
る
。

ま
た
、
医
師
不
足
病
院
等
に
お

け
る
地
域
の
開
業
医
の
活
用
事
業

や
、
地
元
定
着
に
資
す
る
奨
学
金

事
業
な
ど
、
医
師
確
保
に
向
け
た

地
域
の
取
り
組
み
に
対
し
て
地
方

財
政
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
。

６
�
社
会
福
祉
施
策

障
害
者
福
祉
に
つ
い
て
は
、
平

成
１８
年
１０
月
に
全
面
施
行
さ
れ
た

障
害
者
自
立
支
援
法
の
着
実
な
定

着
を
図
る
た
め
、
利
用
者
負
担
の

更
な
る
軽
減
、
事
業
者
に
対
す
る

激
変
緩
和
措
置
な
ど
を
内
容
と
す

る
、
約
１
２
０
０
億
円
規
模
の

「
障
害
者
自
立
支
援
法
円
滑
施
行

特
別
対
策
」
が
講
じ
ら
れ
る
。

年
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
平
成

２１
年
度
ま
で
に
基
礎
年
金
に
対
す

る
国
庫
負
担
割
合
を
２
分
の
１
に

す
る
こ
と
が
法
律
に
明
記
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
道
筋
に
沿
っ
て
１９
年

度
は
現
行
の
基
礎
年
金
国
庫
負
担

割
合
に
１
１
２
４
億
円
が
加
算
さ

れ
る
。ま
た
、年
金
保
険
料
の
納
付

率
向
上
に
向
け
、
口
座
振
替
の
推

進
等
納
め
や
す
い
環
境
づ
く
り
の

整
備
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

７
�
雇
用
対
策

雇
用
情
勢
が
特
に
厳
し
い
地
域

と
、
雇
用
創
造
に
向
け
た
意
欲
が

高
い
市
町
村
等
の
取
組
に
対
す
る

支
援
を
重
点
化
す
る
と
と
も
に
、

企
業
の
人
材
確
保
を
支
援
す
る
た

め
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
け
る
求

人
充
足
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
強
化
が

図
ら
れ
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る「
就

職
氷
河
期
」
に
就
職
に
い
た
ら
な

か
っ
た
年
長
フ
リ
ー
タ
ー
等
に
対

す
る
常
用
就
職
支
援
な
ど
、
若
者

の
人
間
力
の
強
化
と
働
く
意
欲
の

向
上
、
女
性
の
意
欲
・
能
力
を
活

か
し
た
再
就
職
・
起
業
の
実
現
な

ど
、
様
々
な
事
情
に
応
じ
た
支
援

策
が
講
じ
ら
れ
る
。

８
�
生
活
環
境
施
策

京
都
議
定
書
の
第
一
約
束
期
間

（
２
０
０
８
〜
２
０
１
２
年
）
ま

で
あ
と
１
年
と
な
っ
た
こ
と
を
受

け
、
地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の

各
種
取
り
組
み
が
推
進
さ
れ
る
。

ま
た
、
循
環
型
社
会
の
構
築
に

向
け
、廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対

策
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

特
に
、
漂
着
ご
み
問
題
に
つ
い

て
は
、
漂
着
ご
み
の
処
理
事
業
に

対
す
る
補
助
制
度
が
創
設
さ
れ
る

と
と
も
に
、
環
境
省
と
し
て
漂
着

ご
み
の
状
況
や
地
域
特
性
な
ど
に

つ
い
て
の
調
査
が
実
施
さ
れ
る
。

（
担
当
・
社
会
文
教
委
員
会
）

１８年度

本本

会会

委委
員員
会会

活活
動動
結結
果果
のの
概概
要要

�

社社
会会
文文
教教
委委
員員
会会

（３） 平成１９年３月５日 第１６４５号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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１
�
は
じ
め
に

平
成
１９
年
度
の
政
府
予
算
は
、

社
会
保
障
関
係
費
や
過
去
に
発
行

し
た
国
債
の
利
払
い
が
増
加
し
た

こ
と
に
伴
い
、
一
般
会
計
総
額
が

８２
兆
９
０
８
８
億
円
（
対
前
年
度

比
４
・
０
％
増
）
と
２
年
ぶ
り
の

増
加
と
な
っ
た
。

一
方
、
景
気
回
復
基
調
の
中

で
、
国
税
・
地
方
税
と
も
に
大
幅

な
税
収
増
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、

赤
字
国
債
の
発
行
額
は
、
２５
兆
４

３
２
０
億
円
（
同
１５
・
２
％
減
）

と
大
幅
に
減
少
し
、
１８
年
７
月
７

日
の
「
経
済
財
政
運
営
と
構
造
改

革
に
関
す
る
基
本
方
針
２
０
０
６

（
骨
太
方
針
２
０
０
６
）
」
等
で

明
記
さ
れ
た
、
国
と
地
方
の
プ
ラ

イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
（
基
礎
的
財

政
収
支
）
を
２３
年
度
に
黒
字
化
す

る
政
府
の
目
標
に
近
づ
い
た
。

一
般
会
計
予
算
の
う
ち
歳
入
で

は
、
好
調
な
企
業
業
績
と
定
率
減

税
の
平
年
度
化
に
よ
り
、
６
年
ぶ

り
に
税
収
５０
兆
円
台
を
回
復
。
歳

出
で
は
、
安
倍
総
理
が
重
視
す
る

成
長
力
強
化
や
地
域
・
中
小
企
業

活
性
化
等
に
対
し
、
重
点
的
に
予

算
が
配
分
さ
れ
る
と
と
も
に
、
財

政
再
建
路
線
堅
持
の
た
め
、
社
会

保
障
費
や
公
共
事
業
費
等
の
予
算

が
減
額
さ
れ
た
。

な
お
、
政
府
は
１８
年
１２
月
２４
日

の
臨
時
閣
議
に
お
い
て
、
１９
年
度

予
算
案
を
決
定
し
て
い
る
。

２
�
地
方
分
権
改
革

地
方
税
財
政
制
度
に
つ
い
て

は
、
１４
年
か
ら
始
ま
っ
た
三
位
一

体
の
改
革
に
お
い
て
、
１７
年
末
に

約
４
・
７
兆
円
の
国
庫
補
助
負
担

金
改
革
、
約
３
兆
円
の
税
源
移

譲
、
約
５
・
１
兆
円
の
地
方
交
付

税
改
革
が
実
現
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
三
位
一
体
の

改
革
の
中
で
は
、
国
と
地
方
の
役

割
分
担
の
あ
り
方
等
の
議
論
が
不

十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
地
方
分
権

推
進
の
視
点
か
ら
改
め
て
検
討

し
、
更
な
る
地
方
分
権
改
革
を
推

進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
た
。

地
方
六
団
体
が
１８
年
６
月
７
日

に
内
閣
及
び
国
会
に
提
出
し
た

「
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
意

見
書
」
を
踏
ま
え
、
「
骨
太
方
針

２
０
０
６
」
で
は
、
地
方
分
権
に

向
け
て
関
係
法
令
の
一
括
し
た
見

直
し
を
進
め
る
と
と
も
に
、
国
の

関
与
・
補
助
金
の
廃
止
・
縮
小
を

図
る
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
１２
月

８
日
の
「
地
方
分
権
改
革
推
進

法
」
の
成
立
へ
と
つ
な
が
っ
た
。

同
推
進
法
で
は
、
３
年
以
内
に

地
方
分
権
推
進
計
画
の
作
成
等
が

明
記
さ
れ
て
い
る
。

３
�
歳
出
歳
入
一
体
改
革

政
府
が
策
定
し
た
「
構
造
改
革

と
経
済
財
政
の
中
期
展
望
」
で

は
、
従
来
か
ら
２
０
１
０
年
代
初

頭
に
、
国
・
地
方
を
通
じ
た
プ
ラ

イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
黒
字
に
す

る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
、
「
骨
太

方
針
２
０
０
６
」
で
は
、
各
分
野

に
つ
い
て
徹
底
し
た
歳
出
削
減
方

針
を
定
め
る
と
明
記
さ
れ
た
。

う
ち
地
方
財
政
に
関
し
て
は
、

地
方
公
務
員
の
定
員
の
純
減
幅
や

給
与
水
準
が
焦
点
と
な
り
、
定
員

純
減
幅
は
国
家
公
務
員
の
定
員
純

減
目
標
（
対
前
年
度
比
５
・
７
％

減
）
と
同
程
度
の
純
減
、
給
与
水

準
は
国
家
公
務
員
準
拠
重
視
か
ら

地
域
民
間
給
重
視
へ
転
換
す
る
な

ど
、
具
体
的
な
歳
出
削
減
方
針
が

示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

５
�
地
方
公
営
企
業
等
金
融
機
構

政
策
金
融
改
革
に
伴
い
、
２０
年

１０
月
に
廃
止
さ
れ
る
公
営
企
業
金

融
公
庫
に
代
わ
る
新
組
織
に
つ
い

て
は
、
「
行
革
推
進
法
」
や
「
政

策
金
融
改
革
に
係
る
制
度
設
計
」

等
に
沿
っ
て
、
地
方
自
治
体
が
共

同
し
て
設
立
す
る
「
地
方
公
営
企

業
等
金
融
機
構
」
に
移
行
す
る
。

同
機
構
は
、
将
来
に
わ
た
る
安

定
的
な
経
営
を
確
保
す
る
と
と
も

に
、
公
営
企
業
金
融
公
庫
の
既
往

債
権
等
の
適
切
な
管
理
を
行
う
た

め
、
必
要
な
財
務
基
盤
が
確
保
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

同
機
構
の
組
織
や
業
務
範
囲
等

を
規
定
し
た
「
地
方
公
営
企
業
等

金
融
機
構
法
案
」
は
、
１９
年
２
月

２３
日
に
閣
議
決
定
、
同
日
に
国
会

へ
提
出
さ
れ
た
。

６
�
１９
年
度
地
方
税
制
改
正

１９
年
度
の
税
制
改
正
は
、
法
人

所
得
課
税
に
お
け
る
減
価
償
却
制

度
の
抜
本
的
見
直
し
が
主
要
改
正

検
討
事
項
で
あ
っ
た
。

改
正
内
容
は
、
法
定
耐
用
年
数

経
過
時
点
で
の
残
存
価
額
（
取
得

時
の
１０
％
）
及
び
償
却
可
能
限
度

額
（
同
５
％
）
を
廃
止
し
、
法
定

耐
用
年
数
経
過
時
点
で
取
得
価
額

の
１
０
０
％
ま
で
償
却
で
き
る
よ

う
見
直
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
改
正
に
伴
い
、
経
済
界
や

関
係
省
庁
か
ら
、
固
定
資
産
税
に

お
け
る
償
却
資
産
の
評
価
基
準
も

見
直
す
べ
き
と
の
強
い
要
望
が
あ

っ
た
。

仮
に
こ
の
要
望
が
実
現
し
た
場

合
、
地
方
自
治
体
は
、
法
人
２
税

（
法
人
住
民
税
、
法
人
事
業
税
）

の
減
収
だ
け
で
な
く
、
固
定
資
産

税
評
価
額
の
低
下
を
招
き
、
さ
ら

な
る
地
方
税
の
減
収
を
強
い
ら
れ

る
。

よ
っ
て
、
全
国
市
議
会
議
長
会

は
、
１８
年
１１
月
末
か
ら
１２
月
初
め

に
か
け
て
、
固
定
資
産
税
の
償
却

資
産
の
評
価
に
係
る
現
行
制
度
の

堅
持
に
つ
い
て
、
与
党
の
関
係
国

会
議
員
に
対
し
、
強
力
な
働
き
か

け
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
現
行

制
度
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。

（
担
当
・
地
方
財
政
委
員
会
）

４
�
１９
年
度
地
方
財
政
対
策

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
１９
年

度
の
地
方
財
政
対
策
は
、
１８
年
１２

月
１８
日
、
菅
総
務
大
臣
と
尾
身
財

務
大
臣
と
の
折
衝
に
よ
り
決
着
し

た
。１９

年
度
の
地
方
財
政
計
画
の
規

模
は
、
社
会
保
障
関
係
の
国
庫
補

助
事
業
や
退
職
手
当
等
の
増
要
因

が
あ
る
中
で
、
「
骨
太
方
針
２
０

０
６
」
に
沿
い
、
歳
出
を
厳
し
く

見
直
し
た
結
果
、
前
年
度
ほ
ぼ
同

額
の
８３
兆
１
２
６
１
億
円
、
一
般

歳
出
で
６５
兆
７
３
５
０
億
円
（
同

１
・
１
％
減
）
と
な
っ
た
。

地
方
一
般
財
源
総
額
は
、
地
方

税
が
初
め
て
４０
兆
円
台
に
達
す
る

な
ど
、
前
年
度
に
比
べ
大
幅
に
増

加
し
た
こ
と
や
、
地
方
交
付
税
が

国
税
５
税
か
ら
の
繰
り
入
れ
割
合

で
あ
る
法
定
率
分
を
堅
持
し
た
上

で
、
出
口
ベ
ー
ス
で
の
総
額
が
確

保
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
５９
兆
２

２
６
６
億
円
（
同
０
・
９
％
増
）

と
、
安
定
的
な
地
方
財
政
運
営
に

必
要
な
額
が
確
保
さ
れ
た
。

こ
の
結
果
、
１９
年
度
の
地
方
財

源
不
足
は
１８
年
度
の
約
半
分
（
４

・
４
兆
円
）
と
な
り
、
国
と
地
方

の
折
半
対
象
財
源
不
足
は
解
消
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
国
と
地
方

の
折
半
ル
ー
ル
は
２１
年
度
ま
で
継

続
）
。

ま
た
、
約
５３
兆
円
（
う
ち
地
方

負
担
分
約
３４
兆
円
）
あ
る
交
付
税

特
別
会
計
の
借
入
金
の
う
ち
、
地

方
分
に
つ
い
て
は
、
１８
年
度
補
正

予
算
か
ら
計
画
的
償
還
が
行
わ
れ

る
。地

方
債
に
つ
い
て
は
、
１９
年
度

地
方
債
計
画
に
お
い
て
、
地
方
財

源
不
足
に
対
処
す
る
た
め
の
所
要

額
が
確
保
さ
れ
る
と
と
も
に
、
地

方
自
治
体
が
過
去
に
高
金
利
で
借

り
た
公
的
資
金
に
つ
い
て
、
一
定

の
条
件
の
下
、
補
償
金
な
し
で
繰

上
償
還
が
行
え
る
こ
と
と
な
っ

た
。

地地
方方
財財
政政
委委
員員
会会
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